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(57)【要約】
【課題】
　カラオケ録画装置にて記録した録画映像を、その作成
者に確認させた上で広く一般に公開する。
【解決手段】
　本発明のカラオケホスト装置は、利用者により録画さ
れた録画映像と、それに付された携帯情報端末の送信先
とをカラオケ録画装置から受信する受信処理と、携帯情
報端末の送信先に録画映像の配信の意を問い、録画映像
が携帯情報端末に配信する配信処理と、配信処理にて録
画映像が配信されたことを条件として、当該録画映像を
通信網を介して公開する公開処理とを可能とすることを
特徴としている。
【選択図】　　　図１８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カラオケ録画装置と通信網を介して接続されるカラオケホスト装置であって、
　利用者により録画された録画映像と、それに付された携帯情報端末の送信先とをカラオ
ケ録画装置から受信する受信処理と、
　携帯情報端末の送信先に録画映像の配信の意を問い、録画映像が携帯情報端末に配信す
る配信処理と、
　配信処理にて録画映像が配信されたことを条件として、当該録画映像を通信網を介して
公開する公開処理とを可能とする
　カラオケホスト装置。
【請求項２】
　カラオケ録画装置と通信網を介して接続されるカラオケホスト装置であって、
　利用者により録画された録画映像と、それに付された携帯情報端末の送信先とをカラオ
ケ録画装置から受信する受信処理と、
　携帯情報端末の送信先に録画映像の配信の意を問い、録画映像が携帯情報端末に配信す
る配信処理と、
　配信処理にて録画映像が配信されると共に、当該録画映像が再生されたことを条件とし
て、当該録画映像を通信網を介して公開する公開処理とを可能とする
　カラオケホスト装置。
【請求項３】
　受信処理で受信する録画映像は、公開先に対応する複数フォーマットの録画ファイルか
らなる
　請求項１または請求項２に記載のカラオケホスト装置。
【請求項４】
　公開先は、携帯情報サイトである
　請求項１乃至請求項３のいずれか１つに記載のカラオケホスト装置。
【請求項５】
　公開先は、動画投稿サイトである
　請求項１乃至請求項４のいずれか１つに記載のカラオケホスト装置。
【請求項６】
　カラオケ録画装置と、請求項５に記載のカラオケホスト装置とを備えたカラオケ録画シ
ステムであって、
　カラオケ録画装置は、
　録画映像と、それに付された携帯情報端末の送信先とをカラオケホスト装置に送信する
送信処理と、
　送信処理で送信した録画映像のみ、所定の動画投稿サイトへの投稿を受け付ける投稿処
理とを可能とする
　カラオケ録画システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、利用者の指示にしたがって演奏を行うカラオケ演奏装置に接続、あるいは、
カラオケ装置と一体に形成されて、カラオケ映像を録画するカラオケ録画装置と、カラオ
ケ録画装置から通信網を介して取得したカラオケ映像を各種方面へ送信することのできる
カラオケホスト装置からなるカラオケ録画システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、カラオケボックスや飲食店等において、演奏に合わせて歌唱を楽しむカラオケ装
置では、自宅での練習、あるいは他人に聞かせることを目的として歌唱した楽曲を記録媒
体に録音して持ち帰るサービスが提供されている。また、音声のみならず歌唱している様
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子をビデオカメラで録画して持ち帰るサービスもある。現在では、インターネットなどに
よる通信網のインフラの整備に伴い、記録媒体を利用した歌唱音声、歌唱映像の配布に加
え、通信網を介して歌唱音声、歌唱映像を伝送する各種サービスもみられる。
【０００３】
　このような、サービスとして、特許文献１には、カラオケ装置から演奏中の歌唱者の音
声および映像の記録情報をホスト装置に通信回線を介してアップロードすると共に、ホス
ト装置から、要求のあったカラオケ装置へ記録情報を配信することのできる通信カラオケ
システムが記載されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、ブロードバンド化された通信カラオケシステムを活用したカラ
オケ付加価値サービスとして、利用者の歌唱を録音した歌唱録音作品を事業者側にて管理
する所定のコンピュータに送信し、コンピュータ側で受託した歌唱録音作品を適宜に活用
するサービス（録音作品受託サービス）について記載されている。この録音作品受託サー
ビスとしては、利用者から受託した録音作品を専門の審査員に転送して添削してもらうカ
ラオケ通信教習方法があげられている。
【特許文献１】特開２００３－３４５３６８号公報
【特許文献２】特開２００５－２４１７４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年の技術の進歩に伴い、動画像を鑑賞する楽しみ方は、従来のテレビのみならずパー
ソナルコンピュータや、携帯電話、ＰＤＡ、携帯型ＡＶプレーヤなどの携帯情報端末、イ
ンターネットによる配信など多岐にわたるものとなっている。最近ではインターネットを
利用し、利用者から募った動画像をインターネットを介して広く公開する動画投稿サイト
によるサービスが人気を集めている。
【０００６】
　このような背景技術の中、カラオケ店舗に設置されているカラオケ録画装置にて録画し
た録画映像を、動画投稿サイトや携帯サイトにて広く一般に公開するサービスを提供する
ことも可能となる。しかしながら、このようなサービスを提供する場合、カラオケ録画装
置では、利用者が自由にマイクロフォンによる音声や、カメラによる映像を記録できるた
め、録画した内容が、他者に対する誹謗中傷や公序良俗に反する内容を含む運営上の問題
がある。
【０００７】
　業者側にて録画映像を確認した上で公開する方法もあるが、より確実にするためには作
成者側に録画映像を提示して確認してもらう方がより確実となる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、従来の問題や不都合を解決するために提案されたもので、カラオケ録画装置
にて記録した録画映像を、その作成者に確認させた上で広く一般に公開することのできる
カラオケホスト装置、並びに、カラオケ録画システムを提案するものである。
【０００９】
　そのため、請求項１に係るカラオケホスト装置は、カラオケ録画装置と通信網を介して
接続されるカラオケホスト装置であって、利用者により録画された録画映像と、それに付
された携帯情報端末の送信先とをカラオケ録画装置から受信する受信処理と、携帯情報端
末の送信先に録画映像の配信の意を問い、録画映像が携帯情報端末に配信する配信処理と
、配信処理にて録画映像が配信されたことを条件として、当該録画映像を通信網を介して
公開する公開処理とを可能とすることを特徴とするものである。
【００１０】
　また、請求項２に係るカラオケホスト装置は、カラオケ録画装置と通信網を介して接続
されるカラオケホスト装置であって、利用者により録画された録画映像と、それに付され
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た携帯情報端末の送信先とをカラオケ録画装置から受信する受信処理と、携帯情報端末の
送信先に録画映像の配信の意を問い、録画映像が携帯情報端末に配信する配信処理と、配
信処理にて録画映像が配信されると共に、当該録画映像が再生されたことを条件として、
当該録画映像を通信網を介して公開する公開処理とを可能とすることを特徴とするもので
ある。
【００１１】
　さらに、請求項３に係るカラオケホスト装置は、請求項１または請求項２に記載のカラ
オケホスト装置において、受信処理で受信する録画映像は、公開先に対応する複数フォー
マットの録画ファイルからなることを特徴とするものである。
【００１２】
　さらに、請求項４に係るカラオケホスト装置は、請求項１乃至請求項３のいずれか１つ
に記載のカラオケホスト装置において、公開先は、携帯情報サイトであることを特徴とす
るものである。
【００１３】
　さらに、請求項５に係るカラオケホスト装置は、請求項１乃至請求項４のいずれか１つ
に記載のカラオケホスト装置において、公開先は、動画投稿サイトであることを特徴とす
るものである。
【００１４】
　また、請求項６に係るカラオケ録画装置は、カラオケ録画装置と、請求項５に記載のカ
ラオケホスト装置とを備えたカラオケ録画システムであって、カラオケ録画装置は、録画
映像と、それに付された携帯情報端末の送信先とをカラオケホスト装置に送信する送信処
理と、送信処理で送信した録画映像のみ、所定の動画投稿サイトへの投稿を受け付ける投
稿処理とを可能とすることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、録画映像が配信されたことを条件として、当該録画映像を通信網を介
して公開するため、録画映像作成に関わった利用者に録画映像の内容を確認させた上で広
く一般に公開するため、利用者に公開確認の意思を確実に問うことができ、他者への誹謗
中傷や、公序良俗に反する内容の録画映像を公開することを抑制することができる。
【００１６】
　さらに、本発明によれば、録画映像が配信されたことに加え、録画映像が再生されたこ
とをも条件とするため、より確実に利用者に対して公開確認の意思を問うことが可能とな
る。
【００１７】
　さらに、本発明では、公開を行うカラオケホスト装置では、予め公開先に対応した複数
フォーマットの録画ファイルからなる録画映像をカラオケ録画装置から受信するため、公
開する際、公開先に応じたフォーマットに変換する必要が無く、カラオケホスト装置の負
荷を軽減することが可能となる。
【００１８】
　さらに、本発明では、公開先を携帯情報サイト、あるいは、動画投稿サイトとすること
で、これらサイトを利用可能な携帯電話、ＰＤＡ、ＰＣなどに広く公開することができる
。
【００１９】
　さらに、本発明では、カラオケ録画装置は、携帯情報端末に送信することを受け付けた
録画映像のみ動画投稿サイトへの投稿予約を受け付けるように構成したため、携帯情報端
末にて録画映像を受信した時には、動画投稿サイトへ自動的に投稿が行われるため、携帯
情報端末から改めて動画投稿サイトへの投稿を行う必要がない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照しながら説明を行う。図１は、本発明の実施形態
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に係るカラオケシステムを示した図であり、特に、１店舗に複数のコマンダ、いわゆるカ
ラオケ演奏装置を設置して営業を行うカラオケボックスとしての一実施形態を示した図で
ある。
【００２１】
　図１において、５０は通信網、６０はルータ、７０は無線アクセスポイント、１００は
ホスト装置、２００はリモコン装置、３００はコマンダ、４００は録画装置をそれぞれ示
している。本実施形態において、カラオケ演奏装置としての各コマンダ３００はｒｏｏｍ
１～ｒｏｏｍ３毎に１台ずつ設置され、リモコン装置２００からリクエストされた楽曲の
演奏を行う。
【００２２】
　例えば、コマンダ１が設置されるｒｏｏｍ１には１台のリモコン装置１と、１台の録画
装置１が配置される。コマンダ１は、リモコン装置１と対応付けられており、ＬＡＮを介
してリモコン装置１からの楽曲リクエストを受け付けることができる。コマンダ２が設置
されるｒｏｏｍ２は、ｒｏｏｍ１と同様の配置であって、コマンダ２、リモコン装置２、
録画装置２が設置されている。また、コマンダ３が設置されたｒｏｏｍ３は２台のリモコ
ン装置３－１、３－２が配置され、コマンダ３はリモコン装置３－１、３－２の両方に対
応付けられており、どちらからも楽曲リクエストを受け付けることができる。なお、各コ
マンダ３００のフロントパネルなどに設けられた入力手段からも楽曲のリクエストを行う
ことができる。
【００２３】
　各コマンダ３００は、ＬＡＮによってルータ６０と接続されており、インターネット回
線などの通信網５０を介してホスト装置１００と通信接続される。このように通信接続さ
れることで各コマンダ３００は、ホスト装置１００から楽曲配信や、プログラム配信を受
けることができると共に、ホスト装置１００に対して利用履歴など各種の情報を送信する
ことができる。
【００２４】
　ホスト装置１００は、楽曲配信、プログラム配信や、各種情報を受信するといったコマ
ンダ３００に対する遠隔管理を行うと共に、録画装置４００から受信した録画映像を保管
し、利用者の携帯情報端末に配信する機能を有する。この他、受信した録画映像を、動画
投稿サイト１０１、１０２や、携帯サイト１０３などに通信網５０を介して広く一般に公
開する機能も備えている。
【００２５】
　無線アクセスポイント７０は、各コマンダ３００が接続されるＬＡＮ上に接続されてお
り、各リモコン装置２００と無線通信を行うことを可能としている。このように各リモコ
ン装置２００がＬＡＮに接続されることで、コマンダ３００と同様、通信回線を介してホ
スト装置１００と通信を行うことができると共に、予め対応付けられているコマンダ３０
０に対して楽曲をリクエストすることができる。
【００２６】
　ｒｏｏｍ１、ｒｏｏｍ２には、本願発明のカラオケ録画装置の実施形態である録画装置
４００が設置される。録画装置４００はコマンダ３００、そして、ＬＡＮに接続される。
このように接続することでコマンダ３００が出力するカラオケ映像、カラオケ音声を録画
することができる。また、ＬＡＮに接続されることでコマンダ３００との各種制御信号の
送受信、並びに、通信網５０を介したホスト装置１００、各種サーバ装置などとの通信を
可能としている。
【００２７】
　本実施形態では、ＬＡＮを介して複数のコマンダ３００が接続された、いわゆるカラオ
ケボックスでの営業形態を説明したが、スナックなどのナイト店においては、例えば、ｒ
ｏｏｍ１のようなコマンダ３００、録画装置４００、リモコン装置２００が設置された構
成が採用され、場合によっては、ｒｏｏｍ３のように複数のリモコン装置２００を設置さ
れることとなる。
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【００２８】
　次に、カラオケ演奏装置としてのコマンダ３００についてより詳しく説明する。図２は
コマンダ３００及びそれに付属する各種周辺機器を示す図である。３０１はコマンダ制御
手段、３０２はコマンダ通信手段、３０３はフロントパネル表示手段、３０４は表示制御
手段、３０５はコマンダ記憶手段、３０６はコマンダ入力手段、３０７はコマンダインタ
フェース、３０８は音源、３０９はミキシング手段、５０１はアンプ、５０２はスピーカ
ー、５０３はマイクロフォン、５０４はディスプレイをそれぞれ示している。
【００２９】
　コマンダ制御手段３０１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを含んで構成され、コマンダ
３００全体の制御を行う。コマンダ記憶手段３０５にはハードディスク、フラッシュメモ
リドライブなどの大容量記憶手段が用いられ、ホスト装置１００から受信した楽曲データ
、映像データやカラオケ演奏以外の機能を実行させるプログラムなどのデータが記憶され
る。
【００３０】
　コマンダ通信手段３０２は、周知規格の有線ＬＡＮが採用され、リモコン装置２００と
の間での各種制御命令の送受信や、楽曲データ、映像データ、各種プログラムをホスト装
置１００から受信するために用いられる。また、同じＬＡＮ上に配置された録画装置４０
０など、その他の機器に接続することも可能であって、他の機器との間で情報の送受信が
可能とされる。コマンダ入力手段３０６は、コマンダ３００のフロントパネルなどに設け
られた各種スイッチ機能であり、予約選曲、キーコントロール、音量調整など各種機能を
手動設定が可能となっている。
【００３１】
　表示制御手段３０４は、カラオケを行う際、背景映像と歌詞映像を合成したカラオケ映
像や、その他各種映像をディスプレイ５０４に表示するための表示制御を行う。また、録
画装置４００に対してカラオケ映像を外部出力する。本実施形態では、この外部出力とし
てのカラオケ映像として背景映像と歌詞映像が重畳されたものを用いることとしたが、こ
の実施形態に限ることなく、例えば、適宜制御にてカラオケ映像の内容を、背景映像のみ
、歌詞映像のみ、背景映像と歌詞映像を合成したものといったように録画装置４００に選
択出力可能としてもよい。また、背景映像と歌詞映像を別々の外部出力として録画装置４
００に提供してもよい。この場合、録画装置４００にて録画する映像が選択できるように
構成される。
【００３２】
　音源３０８は、ＭＩＤＩ、ＰＣＭ、ＭＰＥＧといった形式の楽曲データに基づいて楽音
信号を形成する。ミキシング手段３０９は、音源３０８が形成した複数の楽音とマイクロ
フォン５０３、５０３’から入力される歌唱者の歌唱音声を適宜なバランスで混合する。
このミキシング手段３０９で混合されたカラオケ音声はアンプ５０１に出力されてスピー
カ５０２から放音出力されることとなる。また、本実施形態では、スピーカ５０１への出
力以外に、別途アンプ５０１のＲＥＣＯＵＴ端子からカラオケ音声を取り出して録画装置
４００において録音の対象としている。この実施形態に限ることなく、録画装置４００へ
の出力をミキシング手段３０９から取り出し、適宜制御にて楽音のみ、または、楽音と歌
唱音声がミキシングされたものに切り換え出力可能なようにしてもよい。または、録画装
置４００に対して、楽音と歌唱音声を別々に提供し、録画装置側で録音の対象を選択でき
るように構成することでも構わない。
【００３３】
　コマンダインタフェース３０７は、演奏の開始、終了に伴ったプレイ信号を出力する。
このプレイ信号は、本来、コマンダが接続されるコインボックスを制御するための信号で
あり、コマンダが楽曲を演奏している最中は５Ｖの電圧を出力し、演奏していないときは
０Ｖの電圧を出力する。接続されたコインボックスは、このプレイ信号を監視して課金制
御を行うこととなるが、本実施形態では、このプレイ信号を利用して録画装置４００の録
画開始、終了の制御が行われる。
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【００３４】
　以上、コマンダ３００の主要構成について説明したが、この他、従来のリモコン装置で
使用されるＩＲ信号を送受信可能とするＩＲ通信手段を設け、ＩＲ信号を利用するリモコ
ン装置からの楽曲リクエストにも対応できる構成としてもよい。
【００３５】
　次に、カラオケ録画装置としての録画装置４００についてより詳しく説明する。図３は
録画装置４００及びそれに付属する各種周辺機器を示す図である。４０１は制御手段、４
０２は通信手段、４０３は表示制御手段、４０４は記憶手段、４０５はＤＶＤドライブ、
４０６はＵＳＢインタフェース、４０７は取込手段、５０７は表示手段５０５、タッチ式
センサ５０７にて構成されるタッチパネル、５０８はカメラをそれぞれ示している。
【００３６】
　制御手段４０１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを含んで構成され、録画装置４００全
体の制御を行う。記憶手段４０４にはハードディスク、フラッシュメモリドライブなどの
大容量記憶手段が用いられ、各種制御プログラム、合成用映像、記録禁止楽曲の楽曲ＩＤ
を記載した禁止リスト等を記憶している。また、録画処理で得られた録画ファイルについ
てもこの記憶手段４０４に記憶される。
【００３７】
　通信手段４０２は、周知規格の有線ＬＡＮなどが採用され、コマンダ３００と同様、通
信網を介してホスト装置１００との各種情報の送受信を可能としている。また、対応付け
られたコマンダ３００とも互いに通信可能であって、コマンダ３００で演奏している楽曲
情報や、コマンダ３００に予約されている楽曲を示す予約リストなど、コマンダ３００で
管理している各種情報を取得することを可能としている。
【００３８】
　表示制御手段４０３は、制御手段４０１からの制御に基づいて表示手段５０５に各種の
表示を行う。本実施形態では、主として録画処理や出力処理の利用者に対する案内表示が
行われる。
【００３９】
　入力手段としてのタッチ式センサ５０６は、利用者の指やスタイラスなどでタッチする
ことによる入力操作が可能である。このタッチ式センサ５０６による入力を可能とするた
め、表示手段５０５にはタッチ式センサ５０６に対する制御と連動した表示画像が表示さ
れるようにプログラムされる。このタッチ式センサ５０６と表示手段５０５により、いわ
ゆるタッチパネル５０７が構成される。なお、本実施形態では、入力手段としてタッチ式
センサ５０６を用いた構成を示したが、入力手段はこれに限定されるものではなく、例え
ば、キーボード、カーソルキーなどの機械的なものに代えてもよい。また、これらをタッ
チ式センサ２０６と併せて用いても構わない。
【００４０】
　取込手段４０７は、コマンダ３００からの各種信号を受信するインタフェースであって
、本実施形態では、コマンダ３００からカラオケ映像と、カラオケ音声を受信して録画装
置４００に取り込む。また、コマンダ３００からプレイ信号を受信し、録画装置４００は
、このプレイ信号を監視することで、楽曲の開始、終了が判断できるようになっている。
このプレイ信号を利用することで、従来からのコマンダ３００が利用でき、新たなハード
を追加することなく楽曲の開始、終了のタイミングが判断できる。このように、本実施形
態では、楽曲の開始、終了のタイミング判断に、コマンダ３００からのプレイ信号を利用
することとしたが、これに限定されるものではなく、録画装置４００はコマンダ３００と
を接続するＬＡＮを介した制御信号に基づいて楽曲の開始、終了、更にはどの楽曲が演奏
されるのかを判断するようにしてもよい。
【００４１】
　ＵＳＢインタフェース４０６は、各種外部機器を複数接続可能とするインタフェースで
ある。本実施形態では、このＵＳＢインタフェース４０６を介して動画撮影可能なカメラ
５０８が接続される。カメラ５０８以外にも携帯型ＡＶプレーヤや、携帯型ゲーム装置な
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ど、それ自体で映像、音声を再生可能な携帯情報端末を接続できる。
【００４２】
　ＤＶＤドライブ４０５は、録画されたファイルを記録媒体としてのＤＶＤに書き込むた
めに用いられる書込手段である。本実施形態では、ＤＶＤの所定記録領域に識別子を入れ
た専用ＤＶＤのみ扱うことを可能としている。利用者は、ＤＶＤに録画する際は、店舗に
て予め専用ＤＶＤを購入し、ＤＶＤドライブ４０５にセットして録画ファイルを書き込ま
せる。また、識別子を複数種類設とし、この識別子の種類毎に録画ファイルの書き込み数
、録画ファイルの種類などを制限してもよい。
【００４３】
　なお、本実施形態では、録画装置４００は、カラオケ演奏装置としてのコマンダ３００
と別体構成としたが、これらを一体構成することで、カラオケ録画装置をカラオケ演奏装
置の一機能として実現しても構わない。その際、録画装置４００における各種構成はコマ
ンダ３００と兼用されることとなる。例えば、録画装置４００における制御手段４０１、
通信手段４０２、記憶手段４０４などは、コマンダ３００におけるコマンダ制御手段３０
１、コマンダ通信手段３０２、コマンダ記憶手段３０５などと兼用される。また、録画装
置４００における表示手段５０５、タッチ式センサ５０６といった入力インタフェースは
、リモコン装置２００にて実現してもよい。
【００４４】
　以上、本発明が利用するカラオケシステム、コマンダ、録画装置の構成について説明を
行ったが、次に、録画装置での各種処理について詳しく説明を行う。図４、図５は、本実
施形態における録画装置において利用可能とする各種録画モードを説明する図である。図
４は、録画装置の利用開始時に利用者に対しタッチパネル５０７により提示する録画モー
ド選択画面であり、図５は、本実施形態における各録画モードにおいて、録音、録画の対
象内容を示した図である。
【００４５】
　図４に示すように、本実施形態においては、自分撮、カラオケ撮、芸能コンテンツの３
つの録画モードが選択可能となっている。録画装置の利用開始時には、タッチパネル５０
７上にこの画面を利用者に提示して各モードの指定を受け付ける。各録画モードの録音、
録画内容は、本実施形態においては、図５（Ａ）に示したものとなる。
【００４６】
　まず、自分撮モードにおいては、カメラ映像を録画の対象とし、カラオケ音声を録音の
対象とする。このような録音、録画の内容によれば、カメラにて撮影した歌唱者の動画と
楽音に伴った歌唱者の歌声を記録することができる。
【００４７】
　次に、カラオケ撮モードにおいては、カラオケ映像を録画の対象とし、カラオケ音声を
録音の対象とする。このような録音、録画によれば、通常、カラオケにおいて利用する楽
音と歌詞映像と背景映像で構成されたカラオケ映像を記録することができ、これを持ち帰
った利用者は自宅などで歌唱の練習を行うことができる。図２、図３で説明した実施形態
では、利用者が歌唱を行った場合、歌唱音声がカラオケ音声に含まれてしまい歌唱の練習
においては不都合となってしまうが、後に説明するようにカラオケ音声を楽音と歌唱音声
で分けておくことで楽音のみを記録する形態も可能である。
【００４８】
　次に、芸能コンテンツにおいては、カメラ映像と合成用映像を録画の対象とし、カラオ
ケ音声を録音の対象とする。カメラ映像と合成用映像は合成された上で録画されることと
なるが、合成用映像を背景にカメラ映像を前景として合成してもよいし、カメラ映像を背
景に合成用映像を前景として合成してもよい。どちらの場合においても前景となる映像に
対しては、例えば、ブルーバックを利用したクロマキー処理などで合成する部分を切り抜
く処理が必要となる。このような芸能コンテンツでは、合成用映像として、歌手やお笑い
芸人などといった芸能人を用意することで、利用者は芸能人と一緒に撮影された映像を楽
しむことが可能となる。特に、歌手を合成用映像とする場合には映像とカラオケ楽曲を対
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応付けておくことで、カラオケ楽曲にマッチした合成用映像を付与することができる。対
応付けは、歌手対応であってもよいし、楽曲対応としてもよい。
【００４９】
　以上、図２のコマンダ、図３の録画装置において、カラオケ映像、カラオケ音声それぞ
れ１出力とした場合について説明したが、カラオケ映像、カラオケ音声の内容を図５（Ｂ
）に示すように細分化しても構わない。この実施形態は、図２、図３において補足説明を
したようにコマンダ３００からの映像、音声出力、あるいは、録画装置４００における映
像、音声入力を適宜制御することで実現可能となる。
【００５０】
　図５（Ｂ）に示すようにカラオケ映像は、背景映像と歌詞映像に分けられ、カラオケ音
声は楽音と歌唱音声に分けられる。このように構成することで、映像については、各モー
ドにおいて歌詞映像を付与するか、しないかの設定を行うことが可能となると共に、音声
については、特に、カラオケ撮モードにおいて歌唱音声を含めるか否かの設定が可能とな
る。これらの設定はあらかじめ決められたものとしてもよいし、図４の録画モード選択な
どにおいて利用者が設定できるようにしてもよい。
【００５１】
　次に本発明の実施形態となる録画処理、変換処理について図６、図７を用いて詳しく説
明を行う。図６は、本発明の実施形態である自分撮モードにおける録画待機中画面を示し
た図であり、図７は、１楽曲を録画する際の録画装置とコマンダの処理を示した図である
。
【００５２】
　図６は、録画装置４００の利用開始後、図４において自分撮モードを選択した場合の録
画待機中画面を示した例である。画面中央にはカメラ５０８で撮影しているカメラ映像が
動画像としてリアルタイムに表示され、利用者はこの映像により画角を確認することがで
き、画角内で所望の位置に収まるように自分の位置を決める。
【００５３】
　また、画面下方には「試聴」、「投稿」、「携帯にダウンロード」、「ＤＶＤを作る」
、「終了」といった各種ボタンが配置され、これらを利用者が操作することでボタンに応
じた処理がなされる。録画ファイルが作成された後「試聴」ボタンにタッチすると、それ
までに録画したカラオケ楽曲の一覧が表示され、選択された録画ファイルの試聴を同画面
で行うことができる。また、録画ファイルが作成された後、「投稿」、「携帯にダウンロ
ード」、「ＤＶＤを作る」といった各ボタンにタッチすることで、それぞれに応じた出力
処理を開始する。この出力処理については後述する。
【００５４】
　図６の画面でカメラの画角に収まるように自分の位置を決めた後、コマンダ３００側で
カラオケ楽曲の再生が開始されると、図７に示すコマンダ３００と録画装置４００間の処
理にて１楽曲の録画が行われる。まず、コマンダ３００側にてカラオケ楽曲の演奏が開始
されるとプレイ信号が０Ｖから５Ｖに立ち上がる。これを検知した録画装置４００側は、
演奏される楽曲情報をコマンダ３００に通信手段４０２を介して要求する。この要求に応
えコマンダ３００は、録画装置４００に楽曲情報をコマンダ通信手段３０２を介して返信
する。この楽曲情報は、録画したファイルのインデックスとして一緒に記録されると共に
、録画禁止楽曲か否かの判断にも用いられる情報であり、楽曲ＩＤ、曲名、歌手名などを
含んで構成されている。
【００５５】
　楽曲情報を受信した録画装置４００は、記憶手段４０４に記憶している禁止リストを参
照して録音、録画が禁止されている楽曲か否かを判断する。この禁止リストは録画装置４
００の記憶手段４０４に記憶されているものであり、録音、禁止されている楽曲ＩＤを記
述したものである。また、禁止リストは通信手段４０２により更新することが可能であっ
て、著作権などの契約内容の変更にともなって、ホスト装置１００側から変更することが
できる。
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【００５６】
　禁止楽曲であると判断された場合には、当該楽曲の録音、録画を禁止すると共に、その
旨を表示手段５０５に表示する。このように表示することで利用者は、当該楽曲が録音、
録画できない楽曲であることを認知できる。一方、禁止楽曲でない場合には、録画モード
に応じた内容にて録音、録画を開始する。このように、コマンダ３００側でカラオケ楽曲
の再生が開始されてから、録画装置４００にて録画開始されるまでいくつかの処理が行わ
れるが、これらの処理はごく短時間で終了するため、録画開始遅延による録画ファイルの
頭切れの心配はない。カラオケ楽曲の再生が完了すると、プレイ信号は５Ｖから０Ｖとな
り、このプレイ信号の変化を検知した録画装置４００は録画を停止する。
【００５７】
　以上、説明した処理により１楽曲単位での録画処理について説明したが、次に、図８を
用いて、本実施形態における録画装置の録画開始から出力するまでの一連の処理を説明す
る。
【００５８】
　図８は、録画処理、変換処理、出力処理の一連の流れとなるタイムチャートを示した図
であり、上からプレイ信号、録画処理、変換処理、利用者の操作を時系列で示している。
プレイ信号は、コマンダ３００におけるカラオケ楽曲の演奏状況に対応するものであって
、信号の立ち上がっている部分（５Ｖ）は、カラオケ楽曲が演奏されていることを、信号
が立ち下がる部分（０Ｖ）は、カラオケ楽曲の曲間を示したものとなっている。
【００５９】
　図８では、利用者が録画装置４００を利用開始して、１０曲のカラオケ楽曲を演奏した
後、出力処理を行うこととしているが、この例に限らず、出力処理は１曲以上の録画処理
が完了した後は、いつでも実行することが可能である。まず、利用者の操作により録画装
置４００の利用が開始されると、図４に示した録画モード選択画面においてどの録画モー
ドで録画を行うかが利用者に問われる。図８では、利用開始時に自分撮が指定された状況
を示している。なお、本実施形態においては、録画モードは、利用者による変更が行われ
るまでは、次のカラオケ楽曲となっても維持されるように構成されている。また、利用者
による録画モードの変更は、タッチパネル５０７からいつでも受け付けできるように構成
されており、受け付けた録画モードの変更は次のカラオケ楽曲から反映されることとなる
。このような構成により、利用者はいつでも録画モードの変更が可能となると共に、演奏
途中で録画モードが変更されて録画されることがないため違和感のない録画が可能となる
。
【００６０】
　このように、録画モードとして自分撮が指定された上で、コマンダ３００による１曲目
のカラオケ楽曲Ａの演奏が開始されると、図７にて説明した処理に従って録画処理が開始
され、楽曲Ａに対応する録画ファイルＡが適宜フォーマットにて作成されて記憶手段４０
４に記憶される。録画ファイルの作成はハードウェア、ソフトウェアのどちらで行っても
構わない。本実施形態では、この録画ファイルＡのフォーマットをＭＰＥＧ２形式とし、
後の出力処理において、ＤＶＤへの出力にそのまま利用できるものとなっている。この形
態に限ることなく、録画処理での録画ファイル作成フォーマットは必要に応じて適宜変更
可能である。また、作成した録画ファイルには、コマンダ３００から取得した各種楽曲情
報、録画モードを示す情報、録画日時などがインデックスとして付与される。
【００６１】
　１曲目のカラオケ楽曲Ａの演奏が終了すると共に、同楽曲の録画処理が終了して録画フ
ァイルＡが完成すると、その直後、録画ファイルＡに対する変換処理が開始される。この
処理は、後の出力処理において指定可能となる出力先に対応した各種フォーマットへの変
換であり、本実施例では、各種携帯電話や、各種投稿サイトに適したフォーマットに順次
変換されて記憶手段４０４に格納される。本実施形態においてはａ～ｆの添字が付された
６種類のファイルに変換され、楽曲Ａについては録画ファイルＡａ～Ａｆに順次変換され
る。添字ａ～ｄは携帯電話用の動画フォーマットであることを示し、各携帯キャリア会社
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、あるいは、携帯電話の機種で使用される動画フォーマットとなる。また、添字ｅ、ｆは
投稿サイト用に変換された動画フォーマットとなる。
【００６２】
　以上の１曲目のカラオケ楽曲Ａに対する録画処理、変換処理にて、出力先としてＤＶＤ
、各種携帯電話、各種投稿サイト用の動画ファイルＡ、Ａａ～Ａｆが記憶手段４０４に格
納される。このように、録画処理の直後に変換処理を行うため、後の出力処理やホスト装
置１００側にて更なる変換を行う必要はなく、出力先に応じたフォーマットの動画ファイ
ルを選択出力するのみでよい。なお、出力先としては、これらに限られるものではなく、
例えば、録画装置４００のＵＳＢインタフェースを介して接続される携帯型ＡＶ再生器な
どの各種外部機器を設けてもよい。
【００６３】
　２曲目のカラオケ楽曲Ｂは禁止楽曲であるため、図７に示した処理にしたがって録画処
理は禁止される。３曲目のカラオケ楽曲Ｃは、１曲目に引き続き自分撮モードにて録画処
理が行われることとなるが、図に示すように楽曲Ｃの演奏中に利用者操作によるカラオケ
撮モードへの変更があったとしても、カラオケ楽曲Ｃについては演奏が終了するまで自分
撮モードが維持される。カラオケ撮モードへの変更は次曲のカラオケ楽曲Ｄから反映され
る。このように構成することで、利用者はいつでも録画モードを変更することができると
共に、楽曲単位で録画モードが変更されるため違和感のない録画ファイル作成が可能とな
る。４曲目のカラオケ楽曲Ｄは、３曲目途中で変更された録画モードの変更が反映され、
カラオケ撮モードに変更されて録画処理が実行される。
【００６４】
　１０曲目のカラオケ楽曲Ｊの演奏終了後、図６の画面下方に表示される「投稿」、「携
帯にダウンロード」、「ＤＶＤを作る」といったボタンを操作することで出力先が選択さ
れると、各出力先に応じた出力処理が開始される。本実施形態においてこの出力処理は、
楽曲演奏終了後としているが、録画処理において少なくとも１つ録画ファイル作成されて
いる状態であるならばそのタイミングを問うものではなく、録画処理、変換処理などと並
行して実行しても構わない。
【００６５】
　出力処理の詳細については後ほど説明を行うこととするが、ＤＶＤを作る場合には記録
媒体としてのＤＶＤへの書き込み処理を、投稿サイトへの投稿や携帯情報端末へのダウン
ロードを行う場合には、各種ホスト装置への送信を行いその処理が完了する。
【００６６】
　出力処理のための操作を終えた利用者は、終了操作を行い録画装置４００の利用を終了
させる。この時点で、変換処理、出力処理が完了している場合には、記憶手段４０４に記
憶した各種録画ファイルを消去し、完了していない場合には、処理を完了してから記憶手
段４０４に記憶した各種録画ファイルを消去する。
【００６７】
　以上、録画装置４００における録画処理、変換処理、出力処理の一連の流れについて説
明を行ったが、本実施形態では、録画処理にて作成した録画ファイルを出力処理での出力
先に応じたフォーマットの録画ファイルに予め変換しておくことにより、出力処理では利
用者が選択した出力先に応じた録画ファイルを即時に提供することが可能となる。
【００６８】
　では、次に、出力処理について図９－図１７を用いて説明を行う。図９は出力処理のフ
ローを示した図であり、図１０－図１７は出力処理における各種画面を示した図である。
図６の画面下方に表示される「投稿」、「携帯にダウンロード」、「ＤＶＤを作る」とい
ったボタンを操作することで出力先が選択されると、それぞれに応じた出力処理を開始す
る。但し、「投稿」、すなわち、動画投稿サイトへの投稿については、携帯にダウンロー
ドする処理が完了していないと行うことができないようになっている（Ｓ１０１）。この
ように構成することで、動画投稿サイトへの投稿受け付けは、携帯情報端末にダウンロー
ドを受け付けたことをもって可能となる。
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【００６９】
　Ｓ１１９にて「ＤＶＤを作る」が選択された場合、Ｓ１２０にて利用者によりＤＶＤが
セットされるのを待つ。このＤＶＤは録画装置４００に専用のものであって、予めＤＶＤ
製造業者のみが書き込み可能な領域に識別子が書き込まれている。利用者は、この専用の
ＤＶＤを店舗にて予め購入し、ＤＶＤドライブ４０５にセットする。録画装置４００では
、識別子に基づいて専用のＤＶＤか否かを判断し、専用のものであれば次の処理に進み、
専用のものでなければＤＶＤを排出すると共に、利用者に対して使用できない旨を表示す
る。
【００７０】
　ＤＶＤがセットされた録画装置４００は、図１０に示す動画選択画面にて、利用者から
ＤＶＤに記録する録画映像の選択を受け付ける（Ｓ１２１）。図１０には、録画された５
つの録画映像に関する情報が表示されており、それぞれ、曲名、歌手名、録画日時、録画
モードが表示されている。画面右に表示されている「自」、「カ」、「芸」は、それぞれ
、自分撮、カラオケ撮、芸能コンテンツといった録画モードにて録画されたことを示して
いる。また、この画面において各録画映像にタッチすることで対応する録画ファイルを試
聴、あるいは、プレビューすることが可能となっている。
【００７１】
　Ｓ１２１では、利用者により図１０の画面にて出力する録画映像が選択される。画面左
に示される丸印は、記録のために選択された録画映像であることを示している。図１０で
は１、３、５番目の録画映像が選択された状態を示している。選択後、画面下方に表示さ
れる「ＯＫ」ボタンがタッチされると、選択された録画映像に対応する録画ファイルにつ
いて、次のＳ１２３にてＤＶＤへの書き込みが開始される。
【００７２】
　Ｓ１２２では、Ｓ１２１で選択された録画映像について、ＤＶＤに対応したフォーマッ
トの録画ファイルの書き込みが行われる。図８で説明したように本実施形態では、録画処
理にて作成した添字なしのものがＤＶＤ用フォーマットの録画ファイルとして既に作成さ
れているため、Ｓ１２２で選択された録画映像について、このフォーマットの録画ファイ
ルを記録手段４０４から読み出して書き込みを行う。書き込みが終了するとＤＶＤを排出
すると共に、表示手段５０５にＤＶＤへの出力が完了したことを表示する。
【００７３】
　次に、Ｓ１１１にて「携帯にダウンロード」が選択された場合には、Ｓ１１２、Ｓ１１
３にて携帯にダウンロードする録画映像の選択を受け付ける。ここでの処理は、ＤＶＤ作
成と同様、図１０に示す動画選択画面により行われる。Ｓ１１３にて選択が行われると、
ダウンロードを行う際、必要となる送信先としてのメールアドレスの入力処理に移行する
（Ｓ１１４）。図１１、図１２は、このメールアドレス入力画面を示した図であり、図１
１はドメイン選択を、図１２ではドメイン以外の入力を行う画面となっている。図１１で
は、各携帯キャリア会社のドメイン名が表示され、利用者はこの中の１つを選択して、図
１２のメールアドレス入力画面に進む。図１１にて選択したドメイン名が入力されており
、利用者はドメイン名以外の部分を表示されているソフトキーボードを利用して入力する
。
【００７４】
　Ｓ１１５では、利用者が携帯サイトに公開することを希望する場合、必要となる各種利
用者情報の入力を受け付ける。この利用者情報には、氏名、ニックネーム、生年月日、年
齢などがあり、予め登録してあれば利用者ＩＤでもよい。
【００７５】
　入力が完了すると図１３の画面にて、メールアドレス、携帯情報端末にダウンロードす
る録画映像を確認させる。入力情報に間違いなければ、利用者は「ＯＫ」ボタンにタッチ
して入力を確定する（Ｓ１１６）。
【００７６】
　Ｓ１１７では、確定した情報に基づいて、録画映像に送信先としてのメールアドレスを
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付してホスト装置１００にアップロードする。本実施形態では、携帯情報端末用にフォー
マット変換した添字ａ～ｄの録画ファイルと、動画投稿サイト用にフォーマット変換した
添字ｅ、ｆの録画ファイルを録画映像としてアップロードする。このようにすることで、
携帯サイトで公開する場合には、各携帯キャリア会社、あるいは各機種毎に異なる携帯情
報端末や、動画投稿サイトへの投稿にもフォーマット変換することなく対応できる。なお
、ＤＶＤ用に作成したフォーマットの録画ファイルについても一緒にアップロードしてお
き、通信網を利用した各種サービスに利用できるようにしてもよい。
【００７７】
　録画ファイルのアップロードが完了した録画装置４００は、図１４に示す画面にて受付
完了の表示を行い出力処理を完了する。画面にはホスト装置にて割り振られた受付番号が
記載されており、ダウンロードなどに支障があった場合、利用者はこの受付番号にて問い
合わせを行うことができる。以上、録画装置４００側での、携帯情報端末への出力処理に
ついて説明したが、携帯にダウンロードさせる処理については後で説明を行う。
【００７８】
　次に、Ｓ１０２にて「投稿」が選択された場合には、まず、Ｓ１０３にて利用者は複数
の動画投稿サイトの中から投稿するサイトを選択する。Ｓ１０４、Ｓ１０５では投稿する
ドする録画映像の選択を受け付ける。ここでの処理は、ＤＶＤ作成、携帯ダウンロードと
異なり、図１５に示す動画選択画面により行われる。この投稿処理を行う時点では、既に
携帯ダウンロードに関する受付が完了している状態となっており、図１５に示されるよう
に、携帯ダウンロードにて既に選択した録画映像のみが選択可能となっており、他の録画
映像はグレーアウトで表示され選択できないようになっている。このように動画投稿サイ
トに投稿を希望する録画映像は、必ず携帯情報端末にダウンロードのための受付を経るこ
ととなる。
【００７９】
　Ｓ１０５にて録画映像の選択が行われると、動画投稿を行うにあたって、必要となる各
種情報の入力処理に移行する。入力される各種情報としてはメールアドレス、ニックネー
ム、生年月など投稿した人のプロフィールや、イベント参加のための情報などがある。入
力が完了すると図１７の確認画面にて、メールアドレスを含む各種情報や、動画投稿サイ
トに投稿する録画映像を確認させる。入力情報に間違いなければ、利用者は「ＯＫ」ボタ
ンにタッチして入力を確定する。
【００８０】
　Ｓ１０９では、確定した情報に基づいて、指定された録画映像をホスト装置１００へ一
旦アップロードする。アップロードする録画映像としては、Ｓ１０５にて指定した動画投
稿サイトに対応するフォーマットの録画ファイルを送信すればよいが、Ｓ１１７にて既に
送信している場合にはここでの処理は省略できる。
【００８１】
　Ｓ１０９での送信処理が完了すると、図１７に示す受付完了画面にて投稿予約完了の旨
を利用者に知らせる。ここでは録画映像投稿の予約であって、実際の録画映像の投稿は、
携帯情報端末にダウンロードされた後、あるいは、ダウンロード後、録画映像の再生後に
ホスト装置にて実行される。
【００８２】
　以上、録画装置４００側での出力処理について説明したが、ホスト装置１００にアップ
ロードされた録画ファイルを携帯情報端末としての携帯電話６００にダウンロードする処
理、並びに、ダウンロード完了後の公開処理について図１８を用いて説明する。
【００８３】
　図１８は、ホスト装置１００から携帯電話６００へダウンロードする処理を示したもの
である。図９のＳ１１７でのホスト装置１００への録画映像の送信が完了すると、当該ホ
スト装置１００からＳ１１４にて入力した送信先としてのメールアドレスに対して、録画
ファイルの所在を知らせる、あるいは、録画ファイルの所在にリンクしたメールを通知し
て利用者に録画映像配信の意を問う。利用者は、このメールに基づいて携帯電話６００か
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ら配信要求を送信する。この配信要求では、アップロードした録画映像が複数ある場合に
は、一括配信を要求するようにしてもよいし、複数の中から選択して配信を要求するよう
にしてもよい。
【００８４】
　配信要求を受けたホスト装置１００は、携帯会社の課金システムに通知して課金の了解
を取った後、配信要求された録画映像を当該携帯電話６００に対して送信する。本実施形
態では、当該録画映像のフォーマットは、図１１にて指定したドメイン名に対応する携帯
キャリア会社に対応したものとしているが、録画フォーマットが携帯機種毎に対応する場
合には、携帯電話６００からの配信要求において携帯機種を通知し、当該携帯機種に応じ
たフォーマットのものを配信すればよい。このような処理にて、利用者は、録画装置４０
０からホスト装置１００に予め送信した録画ファイルを取得し、携帯電話６００上で再生
したり、着信音に登録して楽しむことができる。
【００８５】
　配信が完了すると、ホスト装置は配信した録画映像を動画投稿サイトや携帯サイトへ公
開可能となる。動画投稿サイトへの公開は、予め録画装置４００にて予約された動画投稿
サイトへの公開であってもよいし、配信の完了後、利用者による携帯電話６００からの公
開指定によるものであってもよい。
【００８６】
　携帯サイトへの公開についても、配信完了後、自動的に公開するようにしてもよいし、
利用者による公開指定に基づいて公開してもよい。公開された録画映像は、ニックネーム
、配信件数などによる人気度、曲名、歌手名、録画モードなどによる録画映像の検索や試
聴、プレビューすることで、当該携帯サイトへアクセスした一般の利用者への配信が可能
となる。本実施形態では、録画装置４００側にて予め携帯情報端末に応じたフォーマット
の録画ファイルを作成しているため、一般の利用者へ配信の際、ホスト装置１００側でフ
ォーマット変換を行う必要が無く、ホスト装置１００での負荷を低減することができる。
【００８７】
　このように、本実施形態では、録画映像を作成した利用者に配信した上で動画投稿サイ
トや携帯サイトへ公開することができるため、一般への公開に先立って利用者に録画映像
の内容を確認してもらうことが可能となる。
【００８８】
　上記実施形態では配信のみの確認により公開を行うこととしたが、さらに、図１８に破
線で示すように、配信した録画映像の再生を確認した上で公開する構成を付加してもよい
。このようにすれば、利用者が録画映像の内容を確認したことがより確実となる。
【００８９】
　以上、本発明の種々の実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態のみに
限られるものではなく、それぞれの実施形態の構成を適宜組み合わせて構成した実施形態
も本発明の範疇となるものである。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明の実施形態に係るカラオケシステムを示した図。
【図２】本発明の実施形態に係るコマンダを示した図。
【図３】本発明の実施形態に係る録画装置を示した図。
【図４】本発明の実施形態に係る録画モード選択画面を示した図。
【図５】本発明の実施形態に係る各録画モードでの利用する映像、音声を示した図。
【図６】本発明の実施形態に係る待機中（自分撮モード）画面を示した図。
【図７】本発明の実施形態に係る録画処理における録画装置、コマンダの処理を示した図
。
【図８】本発明の実施形態に係る録画、変換、出力処理のタイムチャートを示した図。
【図９】本発明の実施形態に係る出力処理のフローを示した図。
【図１０】本発明の実施形態に係る動画選択画面を示した図。
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【図１１】本発明の実施形態に係るドメイン選択画面を示した図。
【図１２】本発明の実施形態に係るメールアドレス入力画面を示した図。
【図１３】本発明の実施形態に係る携帯ダウンロード入力情報確認画面を示した図。
【図１４】本発明の実施形態に係る携帯ダウンロード受付完了画面を示した図。
【図１５】本発明の実施形態に係る投稿時の動画選択画面を示した図。
【図１６】本発明の実施形態に係る投稿入力情報確認画面を示した図。
【図１７】本発明の実施形態に係る投稿受付完了画面を示した図。
【図１８】本発明の実施形態に係る公開処理を示した図。
【符号の説明】
【００９１】
　５０…通信網、６０…ルータ、７０…無線アクセスポイント、１００…ホスト装置、１
０１…動画投稿サイト、１０２…携帯サイト、２００…リモコン装置、３００…コマンダ
（カラオケ演奏装置）、３０１…コマンダ制御手段、３０２…コマンダ通信手段、３０３
…フロントパネル表示手段、３０４…表示制御手段、３０５…コマンダ記憶手段、３０６
…コマンダ入力手段、３０７…コマンダインタフェース、３０８…音源、３０９…ミキシ
ング手段、４００…録画装置、４０１…制御手段、４０２…通信手段、４０３…表示制御
手段、４０４…記憶手段、４０５…ＤＶＤドライブ、４０６…ＵＳＢインタフェース、４
０７…取込手段、５０１…アンプ、５０２…スピーカ、５０３…マイクロフォン、５０４
…ディスプレイ、５０５…表示手段、５０６…タッチ式センサ、５０７…タッチパネル、
５０８…カメラ

【図１】 【図２】



(16) JP 2010-2730 A 2010.1.7

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】



(17) JP 2010-2730 A 2010.1.7

【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(18) JP 2010-2730 A 2010.1.7

【図１６】

【図１７】

【図１８】



(19) JP 2010-2730 A 2010.1.7

10

フロントページの続き

(72)発明者  栗田　秀樹
            東京都港区赤坂九丁目７番１号
(72)発明者  中　岳規
            東京都港区赤坂九丁目７番１号
(72)発明者  石原　裕介
            東京都港区赤坂九丁目７番１号
(72)発明者  松原　史和
            東京都港区赤坂九丁目７番１号
Ｆターム(参考) 5D108 BG08  BH03 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

